
   
 
 
 
 
  

ふれあいかわまちづくり WG の検討内容 

ふれあいかわまちづくり WG とは 

開催経過とこれまでに出た主な意見 

●平成 23 年度 

●主な検討内容 

●高水敷の利活用及び維持管理方法の検討 

●保津川花回廊（桜堤）の整備 

 

●年谷川「野橋立」（千本松）の復元 

・トロッコ亀岡駅や JR亀岡

駅からの観光客や一般市

民の歩行者経路となる保

津川の堤防上に花回廊を

整備しています。 

 

・かつて年谷川の両岸に立ち並び、天橋立

に因み「野橋立」と呼ばれていた松並木

の復元に取り組んでいます。 

 

第１回（平成 23年 11月 2日） 
●河川利用にあたっての基本的事項 ●河川の利活用の事例紹介 

●亀岡市の現況について ●意見交換（会議形式） 

 

●平成 24 年度 

第 2 回（平成 24年 11月 25日） 
●今後のかわまちづくり計画の進め方について ●これまでの各WGでの主な意見の紹介 

●意見交換（WS形式） ●今後の進め方について 

 

第 3 回（平成 24年 3月 2日） 
●前回の振り返りと今後の進め方 ●年谷川「野橋立」（千本松）の復元計画について 

●「保津川花回廊（桜堤）」の整備計画について ●意見交換（WS 形式） 

 

第 4 回（平成 24年 8月 28日） 
●これまでの経緯と今後の進め方 ●地域主導型公共事業について 

●基本計画（案）について ●意見交換（WS 形式） 

ゾーン面積約14.0ha 

東西に細長い敷地 

下流ほど浸水頻度が高い 

観光拠点である保津川下

り乗船場とトロッコ亀岡

駅が近い 

●対象エリアの特徴 

・各ゾーンの利活用方法、アクセス方法、便益施設の配置、整備後の運営・

維持管理方法などを検討しています。 

●平成 23 年度 

開催経過 

第 5 回（平成 24年 12月 17日） 
●前回の振り返り ●基本計画（案）について ●運営・維持管理について 

●現地視察 ●意見交換（WS 形式） 

ふれあいかわまちづくり WG は保津川右岸の河川空間の利活用方法を検討している

グループです。保津橋下流から保津峡の入り口と各支川に及ぶ広い範囲が検討対象エ

リアになっており、また、観光拠点である保津川下り乗船場とトロッコ亀岡駅が近く

にあるため、流域の自治会をはじめとした様々な団体が参加し、各地の地理的特徴や

観光振興の観点も踏まえた利活用方法を検討しています。 

資料● ふれあいかわまちづくりワーキンググループの検討

 

今後の予定 

第 6 回（平成 25年 2月 17日） 
●前回の振り返り ●右岸基本計画（案）について ●他のWGの検討状況について 

●運営・維持管理について ●意見交換（会議形式） 

＜いこいの水辺ゾーンについて＞ 
・地域の様々な交流や市民の身近な広場空間、保津川花回廊（桜堤）のエントランス空間を創出するゾーン

として、右岸側の高水敷エリアのうち、年谷川から川上側を「いこいの水辺ゾーン」としています。 
＜ふれあいの水辺ゾーンについて＞ 
・亀岡観光に訪れる人々が保津川の自然や歴史文化に出会うとともに、人と人とが交流する空間を創出する

ゾーンとして、年谷川より川下側の高水敷エリアを「ふれあいの水辺ゾーン」としています。 

いこいの水辺ゾーン ふれあいの水辺ゾーン 

保津川花回廊（桜堤）の整備 年谷川「野橋立」（千本松）の復元 

WG 長会議（平成 24年 12月 27日） 

WG 長会議（平成 25年 2月 13日） 

●各WGの開催状況報告  ●意見交換（WG相互調整事項の確認、高水敷利活用の
方向性等）  ●桂川クリーン大作戦への参加について 

●前回のWG長会議の振り返り  ●保津川かわまちづくり全体計画（案）について 
●意見交換（会議形式） 

凡 例 

 植樹済 

 植樹予定 
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●試験的な利用及び日常的な維持管理 
 

●除草による継続した維持管理を行う 

●事業化検討 

●事業・実施計画

の作成 

●段階的な
施設利用 

 

●運営・維持管理方法の検討 
 
 ●運営・維持管理

計画の作成 

●運営・維持管理方法の検討 

●運営・維持管理費用の検討 

●利活用ルールの検討 

●利活用方法の検討 
 
 

●整備手法の検討 

●概算事業費の検討 

●整備の優先順位の検討 

●段階的 
整備 

 

●運営・維持管理を考慮して、

具体の利活用方法（整備内

容）を市民や各種団体ととも

に検討する 

利活用の中でみられる問題点や利活用

方法のヒントとなるような利用者から

の要望を整備内容の検討に活かす 

 
●自由使用の範囲内で市民に高水敷を利用してもらう 

●地域・NPO法人による利活用をできる範囲で行う 

●園路整備 

●高水敷の掘削工事 

●保津川花回廊（桜堤）の整備・年谷川「野橋立」（千本松）の復元 



 

■基本計画（案） 
●かわまちづくり全体の運営・維持管理の仕組み ●右岸側の運営・維持管理の体制 

運営・維持管理 

スポーツ・レクリエーションやイベント開催などに対応できる地域の身近な広場

の整備や多様な利用層を想定した多目的広場の整備を図ります。 

 

いこいの水辺ゾーン 

地域の方や観光客が交流できる広場の整備を目指すとともに、豊かな自然が感じ

られるお出迎えの空間の創出を図ります。 

 

ふれあいの水辺ゾーン 

基本方針 

●主な運営主体●行政

●亀岡市

利活用基本計画
の策定

●京都府

高 水 敷

一般市民・ 観光客 助成団体・民間企業

持続可能な運営・維持管理の確立

PLAN( 計画 )

DO( 計画 )CHECK( 評価 )

ACTION( 見直し )

助成金
協力
寄付

使用料
寄付

利用

情報発信

管理
委託

高水敷の整備
「野橋立」の復元
保津川花回廊の整備
施設の更新
維持管理の一部

河川整備に
係る施設の
整備

委託
契約

運営・維持管理

包括占有
の申請

許可

情報
発信

●事業者（ 右岸）

民間企業

まちづくり会社


